
個人市・県民税の定額減税個人市・県民税の定額減税
　近年の物価高による市民の負担を緩和するため、令和 6年度の個人市・県民税（所得割）
を減額します。定額減税を受けるために申請する必要はありません。
　定額減税額よりも個人市 ･県民税（所得割）の税額が少ない人への給付金支給につい
ては、決まり次第広報紙でお知らせします。

詳しくは
こちら

令和６年分の所得税も減額となります。詳しくは問い合わせるか、国税庁のホームページをご覧ください。
【問】国税相談専用ダイヤル　☎０５７０−００−５９０１
　　給与支払者向け所得税定額減税コールセンター　☎０５７０−０２−４５６２

令和 5年分の
合計所得金額

対　　象 減 税 額

例）�4 人家族（夫・妻・子２人）の定額減税額
　　�1 万円× 4人＝ 4万円
　　※配偶者と子２人が扶養の場合

※�個人市・県民税非課税の人、又は個人市・県民税均等割
及び森林環境税（国税）のみ課税される人は対象外。

令和６年度の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち 納税義務者、控除対象配偶者・扶養親族 1人につき1万円
（国外居住者を除く）

　税額決定通知書には、定額減税後の税額を記載します。また、年度途中に徴収方法が変更
となる人や税額が変更になる人は、下記の方法と異なる場合があります。減税方法

所得税の定額減税について所得税の定額減税について

令和 6 年度

1,805万円以下の人

6 月分は徴収せず、定額減税後の税額を 7月分から令和 7年 5月分の 11か月に分割して徴収します。

通常

徴収月 R６.６ R７.１７ ８ ９ ３ ４ ５２10 11 12

定額減税後

６月分は徴収されません。
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定額減税前の税額をもとに算出した第 1期分（6月）の税額から減額します。

通常

第１期（R６.６）納期 第４期（R７.１）第２期（８） 第３期（10）

定額減税後

第１期の税額から減税（減税しきれない場合は第２期から順次）
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　定額減税前の税額をもとに算出した 10月分の税額から減税します。令和 6年度から新たに年金
特別徴収を開始する場合は、普通徴収の第 1期分（6月）の減税を優先して実施します。
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通常

徴収月 R６.４ R７.２６ ８ 10 12

定額減税後

令和５年度に確定・通知済み 10 月分の税額から減税（減税し
きれない場合は12月分から順次）
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定額減税後の税額で分割徴収

【問】市民税課�（本庁２階）☎２４−２１１３
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森林環境税（国税）の課税が始まります森林環境税（国税）の課税が始まります

なんで森林環境税が始まるの？なんで森林環境税が始まるの？

【問】市民税課�（本庁２階）☎２４−２１１３

　令和 6年度から、国内に住所がある個人に対して課税される国税の
森林環境税が始まります。今回は、森林環境税の課税額やどのように
活用されていくのかについて、ちっくんと一緒に紹介します。

令和 6 年度から

ぼくと一緒に
学んでいこう！

　日本のCO₂ 吸収量のうち、９割以上は森林が
吸収しています。また木の根は土を固定するため、
土砂崩れを防ぐ役割もあります。

地球温暖化防止や
防災の役割も
あるんだね

このままだと森林を守ってくれる人がいなくなっちゃう

私たちの生活を守る森林私たちの生活を守る森林 林業従事者が年々減少傾向に林業従事者が年々減少傾向に
　森林を整備する林業従事者は年々減少傾向にあります。65
歳以上の割合も高く、今後働き手の高齢化が予想されます。

林業従事者数（万人）出典：総務省「国勢調査」

6.8
5.2 5.1 4.5 4.4

0
R2H27H22H17H12

森林環境税の用途　− 森林を守り育てる −森林環境税の用途　− 森林を守り育てる −

使用用途について【問】農政課�（本庁３階）☎２０−１１６１

　集めた森林環境税は「森林環境譲与税」に名前を変え、間
伐や林業の人材育成・担い手の確保、木材の利用促進などに
充てられます。本市では、主に森林所有者の管理の現状把握
に使用しています。

使い道につ
いて詳しく
はこちら

森林環境税の課税額

年額1,000円（個人市・県民税均等割と併せて徴収） 森林環境税に
ついて詳しく
はこちら

個人市・県民税均等割と森林環境税の内訳

※�東日本大震災復興基本法に基づく復興特別税（市 500円、県 500円）が令和 5年度で終了しました。
　そのため、負担する税額に変更はありません（一部、税額免除の規定が異なります）。

令和 5年度まで 令和６年度以降

計 6,000 円 計 6,000 円

県民税　2,500 円
（うち 500円は復興特別税、
1,000 円は森林湖沼環境税）

市民税　3,500 円
（うち 500円は復興特別税）

森林環境税（国税）  1,000 円

県民税　2,000 円
（うち 1,000 円は森林湖沼環境税）

市民税　3,000 円

負担する税額は
今までと変わら
ないんだね。

集めたお金は何に使われるんだろう？
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